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今月の Twitter 2015年 9月（抜粋） 

 

今月の「つぶやき」を抜粋で集めました。 

 

【8月 25日】 

社会福祉法人への指導監査。今日は保育所へお伺いする予定です。 

本部は他市にあるため、保育所施設の状況だけを拝見します。 

 

【8月 26日】 

要介護認定者増加の影響。公的な介護サービスを十分に受けられないと、家族にしわ寄せ

が行きます。家族の介護のために仕事を離れた人は 2013 年に 9.3 万人。うち 3/4 は女性で

40代後半から 50代。 

 

【8月 27日】 

介護離職者の防止。そのために厚労省は介護休業制度を複数回にわけて取れるように制度

を見直す方針です。これまではまとめて取るのが原則。介護離職は経済的困窮につながる

可能性が高いのです。 

 

【8月 28日】 

介護保険制度の見直し急務。2014 年度の介護給付費は 10 兆円です。2015 年度には 21 兆

円に膨らむ見通しです。 

介護保険料を上げるのではなく、経済的に余裕のある高齢者の自己負担を引き上げる方向

で。 

 

【8月 31日】 

『改訂増補 実務に役立つ 社会福祉法人の会計基準 Q&A』（清文社） 今までどこにも書か

れていなかった説明が満載です。 

http://matsui-jicpa.com/swc.html#c_top 

 

【9月 2日】 

正味財産増減計算書様式の簡略化について解説しています。 

『公益法人の会計に関する諸課題及び検討 その１』 

http://ameblo.jp/matsui-jicpa/entry-12047178368.html 
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【9月 4日】 

ブログを更新しました。今回のテーマは「他会計振替の考え方」です。 

『公益法人の会計に関する諸課題及び検討 その 4』 

http://ameblo.jp/matsui-jicpa/entry-12068975083.html … 

 

【9月 5日】 

マンション管理業務の視察。社外取締役に就いた会社の事業所で現場を学んで来ました。 

ファシリティ（建物の設備管理）事業について。受水槽、ポンプ室、エレベーター管理室等普通

は立ち入ることのない場所へ。 

今までは気にもしませんでしたが今後意識してしまいそうです。 

 

【9月 6日】 

朝散歩。以前に小売もしている鶏卵問屋を見つけました。安い。大きい。 

今朝、買う気マンマンで寄ってみました。ところがお休み。日曜日だから？がっかり。 

 

【9月 7日】 

成年後見人による着服。弁護士や司法書士による不祥事が続いています。 

2014年の被害額は 5億 6千万円。専門職とはいえ一定額以上の財産を預かる場合には、別

に「監督人」を付ける動きが始まっています。 

 

【9月 8日】 

公益法人への立入検査。今日は奨学会へ伺う予定です。 

奨学会の場合は、奨学生の選考過程、母体企業への依存度、事務局が少人数ゆえの内部

統制の状況が、ポイントです。 

 

【9月 10日】 

富裕層の課税強化。「取れるところから取る」 

という課税当局の姿勢が顕著になってきて 

います。国税庁による「大口資産家の 10の 

選定基準」が判明。  

①有価証券の年間配当 ４千万円以上 

②所有株式 ８百万株（口）以上 
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【9月 12日】 

「大口資産家の 10の選定基準」が判明。富裕層への課税が強化されていきます。 

③貸金の貸付元本 1億円以上  

④貸家などの不動産所得 1億円以上 

⑤所得合計 1億円以上 

 

【9月 14日】 

「大口資産家の 10の選定基準」が判明。富裕層への課税が強化されていきます。  

⑥譲渡所得及び山林所得の収入金額 10億円以上  

⑦取得資産 4億円以上 

 

【9月 15日】 

「大口資産家の 10の選定基準」が判明。富裕層への課税が強化されていきます。  

⑧相続などの取得資産 5億円以上  

⑨非上場株式の譲渡収入 10 億円以上、または上場株式の譲渡収入 1 億円以上かつ 45

歳以上の者 

 

【9月 16日】 

「大口資産家の 10の選定基準」が判明。富裕層への課税が強化されていきます。  

⑩継続的または大口の海外取引がある者、①から⑨の該当者で海外取引がある者 

 

【9月 17日】 

社会福祉法人への指導監査。今日は特養と軽費老人ホームを運営している法人へお伺いす

る予定です。 

資金運用の状況を確認したいと思います。 

 

【9月 18日】 

ブログを更新しました。社会福祉法人は、今後、だれに評議員になってもらえばいいのでしょ

うか。  

『社会福祉法の改正案 ～ 評議員等の選任及び解任』 

http://ameblo.jp/matsui-jicpa/entry-12073764154.html 
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【9月 19日】 

別表 H。公益法人が作成しなければならない定期提出書類の中の一つです。 

もう大丈夫。このわかりにくい表を図解したうえで懇切丁寧に解説しました。 

 『公益法人定期提出書類「別表 H」の書き方 完全解説』  

http://ameblo.jp/matsui-jicpa/entry-11765990208.html 

 

【9月 20日】 

笑顔。幸せだから笑うのか。笑うから幸せなのか。 

幸せの感じ方は人それぞれ。幸せを感じられることが幸せ。 

 

【9月 24日】 

社会福祉法人への指導監査。今日は保育所へお伺いする予定です。 

国庫補助金等特別積立金取崩の状況を確認したいと思います。 

 

【9月 25日】 

社会福祉法人の新会計基準。移行年度である平成 27 年度には特有の問題がいろいろ発生

します。  

『社会福祉法人会計基準 移行年度の処理』  

http://ameblo.jp/matsui-jicpa/entry-11677885795.html 

 

【9月 26日】 

介護を考える際には介護する人への配慮も必要。 

働きながら介護している人は 290 万人います。40 代への状況調査では、介護中 9.4％、将来

可能性あり 72.6％、可能性なし 18.0％。50代ではさらに介護が身近に。仕事と介護の両立は

切実な問題です。 

 

【9月 28日】 

経営改善が必要な中小企業に対して、銀行や顧問税理士からは中小企業支援の内容が積

極的に説明されていません。どうすれば経営者の耳に届くのか。 

 『いざ！経営改善計画』 

http://ameblo.jp/matsui-jicpa/entry-11888630121.html 

 

 

 

つぶやきは、ブログやホームページにおいても適時にご覧ください。 
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